
〈大都市圏域関係〉
東京２３区・横浜市・川崎市・さいたま市・千葉市の通勤・通学１０％圏

（注）平成22年国勢調査「従業地・通学地による常住市区町村」をもとに作成。以下の地図画像は「白地図KenMap」の地図画像を編集している。

→ 東京２３区

→ 千葉市

→ 横浜市

→ 相模原市

→ 千葉市及び東京２３区

→ 横浜市及び東京２３区

→ さいたま市及び東京２３区

→ 川崎市及び東京２３区

凡例：市町村単位の網掛けは以下の地域への
　　通勤・通学１０％圏を示している。

資料４
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大阪市・堺市・神戸市・京都市の通勤・通学１０％圏

（注）平成22年国勢調査「従業地・通学地による常住市区町村」をもとに作成。以下の地図画像は「白地図KenMap」の地図画像を編集している。
※ 堺市は大阪市の通勤・通学１０％圏である。

→ 大阪市

→ 神戸市

→ 京都市

→ 大阪市及び堺市

→ 京都市及び大阪市

→ 神戸市及び大阪市

凡例：市町村単位の網掛けは以下の地域への
　　通勤・通学１０％圏を示している。
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名古屋市の通勤・通学１０％圏

（注）平成22年国勢調査「従業地・通学地による常住市区町村」をもとに作成。以下の地図画像は「白地図KenMap」の地図画像を編集している。
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